
　上記の申請をご希望の場合、下記の担当へ事前にご相談ください。

03-5851-2032

03-3534-3419

土地区画整理法第７６条許可申請手続きについて

＜申請手続きフロー＞

書 類 作 成
特別区の建築主事の建築確認を伴う行為 建築確認を伴わない行為

【様 式 ２】※ 許可権者：足立区 【様 式 ３】※ 許可権者：東京都

受　　　　付

第一市街地整備事務所 第一市街地整備事務所

六町地区整備事務所　工務担当 事業課　計画担当

いずれの窓口でも受付可能です。

内 部 手 続 き 起　　案 審　　査 審　　議 決　　定

書 類 の
受 け 渡 し

第一市街地整備事務所 第一市街地整備事務所

六町地区整備事務所　工務担当 事業課　計画担当

いずれの窓口でも受け渡し可能です。

申 請 者

着手届及び
完了届の提出

六町地区整備事務所

着手届には、許可権者の公印が押された「許可書」のコピーを添付

＜お問い合わせ先＞

▶「特別区の建築主事の建築確認を伴う行為」に関すること

　　第一市街地整備事務所　六町地区整備事務所　工務担当

許可書の交付
【様式２】：足立区建築審査課へ書類を提出し、許可・交付を受けてください。

【様式３】：東京都が許可・交付します。（書類受け渡し時）

▶「建築確認を伴わない行為」に関すること

　　第一市街地整備事務所　事業課　計画担当

※ 東京都の建築主事の建築確認を伴う行為（様式１）については、上記の計画担当にお問い合わせください。

申請者 東京都

土地区画整理法第76条申請

についてはこちら♪
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